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本日の報告事項・協議内容

1

本日の議事内容のポイント

２．主要渋滞箇所のフォローアップ

１．これまでの経緯と主要渋滞箇所の解除状況

ポイント２

新たに対策を実施した箇所(２箇所※)の
状況報告

ポイント１

今後のピンポイント対策候補箇所※の紹介

ポイント４

緊急事態宣言下(R2.4.17～R2.5.14)の
交通状況の知見を踏まえた今後の渋滞対
策の進め方

３．主要渋滞箇所の状況と今後の方針

６．今後について

・主要渋滞箇所のフォローアップ結果

・未対策箇所のフォローアップ結果

※

５．官民連携による渋滞対策

※ • 国道10号 中村交差点
• 国道10号 かんたん交差点

• 国道10号 豊前拡幅
• (都)山田関の江線

・令和元年度対策済箇所のフォローアップ結果

・大分県の主要渋滞箇所の対策状況

・大分県及び大分都市圏エリアにおける渋滞対策の進め方

・コロナ禍における県内の交通状況

・大分都市圏の主要渋滞箇所の対策状況

・緊急事態宣言から得られた知見

ポイント３

試行的に実施するTDM施策案の検討・TDM施策のターゲット

・試行TDM施策（案）と有効性

・短期で試行可能なTDM施策の抽出

４．TDM施策の方向性



第
１
回
大
分
県
交
通
渋
滞
対
策
協
議
会
（
Ｈ
24
・7
）

第
２
回
大
分
県
交
通
渋
滞
対
策
協
議
会
（
Ｈ
24
・7
）

第
３
回
大
分
県
交
通
渋
滞
対
策
協
議
会
（
Ｈ
24
・12
）

主
要
渋
滞
箇
所
の
公
表
（
Ｈ
25
・1
）

第
１
回
大
分
県
交
通
渋
滞
対
策
協
議
会
（
Ｈ
25
・7
）

第
１
回
大
分
エ
リ
ア

検
討
部
会
（
Ｈ
25
・9
）

第
１
回
そ
の
他
エ
リ
ア

説
明
会
（
Ｈ
25
・10
）

第
２
回
大
分
エ
リ
ア

検
討
部
会
（
Ｈ
26
・2
・6
）

第
２
回
そ
の
他
エ
リ
ア

説
明
会
（
Ｈ
26
・2
・26
）

第
１
回
大
分
県
交
通
渋
滞
対
策
協
議
会
（
Ｈ
27
・8
・27

）

第
１
回
大
分
エ
リ
ア

検
討
部
会
（
Ｈ
26
・12
・17
）

そ
の
他
エ
リ
ア
に
お
け
る
対
応

（
最
新
の
速
度
デ
ー
タ
に
よ
る
確
認
）

１．これまでの検討経緯

2

大
分
エ
リ
ア
検
討
部
会
（
Ｈ
29
・2
・20
）１
１
１
１
１
１
１
１

第
１
回
大
分
県
交
通
渋
滞
対
策
協
議
会
（
Ｈ
29
・8
・2
）

大
分
エ
リ
ア
検
討
部
会
（
Ｈ
28
・3
・１
）１
１
１
１
１
１
１
１

第
１
回
大
分
県
交
通
渋
滞
対
策
協
議
会
（
Ｈ
28
・7
・29

）

大
分
エ
リ
ア
検
討
部
会
（
Ｈ
30
・3
・16
）１
１
１
１
１
１
１
１

第
１
回
大
分
県
交
通
渋
滞
対
策
協
議
会
（
Ｈ
30
・8
・9
）

大
分
エ
リ
ア
検
討
部
会
（
Ｈ
31
・2
・22
）１
１
１
１
１
１
１
１

第
２
回
大
分
県
交
通
渋
滞
対
策
協
議
会
（
Ｈ
31
・3
・26
）

平成24年度 平成25年度
平成26
年度

平成27年
度

平成28
年度

平成29
年度

平成30年度 令和元年度

第
１
回
大
分
県
交
通
渋
滞
対
策
協
議
会
（
Ｒ
１
・８
・
30
）

主要渋滞箇所の公表

IT技術を活用したデータを基
に渋滞候補箇所を抽出し、ア
ンケートによる道路利用者の
意見を踏まえ「地域の主要渋
滞箇所」を選定

主要渋滞箇所の改定

「大貞公園入口」及び「佐伯鶴城
高校前」の２箇所について、渋滞
解消が確認されたため主要渋滞
箇所を解除

解除フローの見直し

特定要件をクリアしていなくて
も、現地調査とデータ検証に
より、「渋滞なし」を確認できれ
ば、主要渋滞箇所を解除でき
るように改定
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「顕徳町3丁目」及び
「（仮）元町バス停北」の
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消が確認されたため主要
渋滞箇所を解除

今回開催
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１．これまでの検討経緯
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〇大分県内の主要渋滞箇所の解除状況

○大分県内の主要渋滞箇所は平成２５年１月に１４７箇所を選定・公表し、バイパス整備及び交差点改良等の対策等を実施
してきた結果、これまでに４箇所を解除。
○依然として、大分市内・別府市内を中心に１４３箇所の主要渋滞箇所が残存。

●主要渋滞箇所の状況

主要渋滞箇所

経過観察

短期

中期

今後対策を検討

解除済み箇所

大分都市圏

箇所︓単独で主要渋滞箇所を形成
区間︓交差点等が連担するなど、速度低下箇所が連続しており、

複数の主要渋滞箇所を含む区間

現在の⼤分県内主要渋滞箇所（⼀般道）

佐伯鶴城高校前

大貞公園入口

顕徳町３丁目

（仮）元町バス停北

集約区間数 箇所数
選定時

（H25.1）
147箇所

29区間
（82箇所）

65箇所

H29年渋滞協後
（H29.8）

145箇所
29区間

（82箇所）
63箇所

R1年渋滞協後
（R2.3）

143箇所
29区間

（80箇所）
63箇所

解除済み箇所 4箇所

内訳
時期

主要渋滞
箇所

4箇所

主要渋滞箇所（143箇所）の内訳



２．主要渋滞箇所のフォローアップ

渋滞対策
協議会

ＮＯＹＥＳ
渋滞有り

渋滞有り

渋滞無し

ＮＯＹＥＳ

要因有り

要因不明

ＹＥＳ

ＮＯ

渋滞無し

渋滞無し
渋滞有り

主要渋滞箇所の特定解除
※協議会資料等で公表

主要渋滞箇所の経過観察
※定期的にモニタリングを実施

主要渋滞箇所

主要渋滞箇所の特定要件クリア

現地調査
※渋滞長等を計測

通過時間の検証
※信号待ち２回以上の

台数シェアをデータにより検証

対策済箇所 未対策箇所

主要渋滞箇所の特定要件クリア

速度向上要因検証
※交通状況や沿道状況等

の変化を確認

数年間モニタリング
※概ね２年間のモニタリングで

特定要件をクリア

現地確認
※渋滞の有無を確認

4

〇〇箇所 ：大分県内の主要渋滞箇所数
１４３箇所

１２箇所 １３１箇所

１１箇所１箇所

１２９箇所

２箇所

２箇所

（１）対策箇所のフォローアップ結果（12箇所）

○最新の３か月分（R2.10～R2.12）のデータを用いて主要渋滞箇所のモニタリングを実施し、解除フローに基づき解除候補箇
所を抽出。

○抽出の結果、今回の解除候補箇所は１箇所。

１４２箇所１箇所

１１箇所
２箇所

１箇所

※対策後3年が経過した箇所については、
対策効果が発現していないため未対策箇所として計上



（２）フォローアップ実施について（対象期間）

○今年度は新型コロナウイルス感染拡大による交通への影響を踏まえ、対象期間を設定。

○令和２年４月以降の交通量を確認した結果、令和２年１０月～１２月には、概ね前年度並みまで回復していることから、この期

間の交通量を用いてフォローアップを行うものとする。

5
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５７

１０

① 国道10号 宇佐

② 国道10号 ⽥ノ浦

③ 国道10号 ⼾次

【月別 日平均交通量 対前年比の推移】

▲トラカン設置箇所

⑤ 国道210号 ⽇⽥

④ 国道57号 ⽵⽥

（平日）

（休日）

大分市

令和2年
7月豪雨

前年並みに回復

前年並みに回復

令和2年
7月豪雨

２．主要渋滞箇所のフォローアップ



平⽇朝 平⽇⼣ 休⽇昼 平⽇朝 平⽇⼣ 休⽇昼
北⻄ 国10（主） 9.2 7.5 9.8 9.7 10.4 14.6
東 国10（主） 7.4 8.9 8.8 14.9 12.3 14.1
南 市道等（従） 3.2 3.4 4.4 - - -
北 市道等（従） 9.2 6.0 8.4 - - -
北 市道等（従） 7.0 4.0 6.3 - - -
⻄ 国10（主） 15.6 8.3 17.3 23.2 17.6 31.0
東 国10（主） 15.5 17.0 21.3 18.7 16.6 35.3
南 市道等（従） 3.9 4.5 4.6 - - -
⻄ 国10（主） 11.5 7.2 10.1 15.6 16.7 14.4
南 国10（主） - - - 6.6 5.8 12.0
東 主21（従） - - - 17.9 23.2 23.2
⻄ 主21（主） 17.7 13.2 21.9 22.8 14.2 23.8
南 市道等（従） 4.0 4.1 3.3 - - -
東 主21（主） 22.6 23.8 16.9 35.2 32.6 29.5
南 市道等（従） 4.4 4.2 4.2 - - -
東 主21（主） 9.2 11.3 9.5 12.3 9.7 12.9

北⻄ 主21（主） 10.0 7.9 13.4 16.0 11.3 16.6
北 市道等（従） 3.8 4.8 6.2 - - -
南 市道等（従） 2.6 2.0 3.4 - - -
北 市道等（従） 15.8 5.8 15.0 - - -
東 主21（主） 27.5 39.5 43.9 8.6 17.3 26.9
⻄ 主21（主） 36.8 31.7 33.5 19.9 19.8 23.8

北下郡ガード⻄ （都）庄の原佐野線
　　元町下郡⼯区 道路新設 H30.1

（都）庄の原
佐野線

下郡⼯区

〇
該当 渋滞有り 経過観察

加納 （都）庄の原佐野線
　　元町下郡⼯区 道路新設 H30.1

（都）庄の原
佐野線

下郡⼯区

〇
該当 渋滞有り 経過観察

位置づけ交差点名 対策事業名 対策内容 完了
年次

今後の対策
（事業中） ⽅⾓ 路線名

選定時平均速度（km/ｈ）
【Ｈ24.4〜Ｈ24.8】

対策後平均速度（km/ｈ）
【R2.10.1〜R2.12.25】 現地状況選定基準

渋滞有り 経過観察

顕徳町２丁⽬

（都）庄の原佐野線
　　元町下郡⼯区

（都）中島錦町線

道路新設
H30.1

Ｈ29.12
なし 渋滞有り 経過観察

顕徳町１丁⽬ （都）庄の原佐野線
　　元町下郡⼯区 道路新設 H30.1 （都）県庁前

古国府線
〇

該当

〇
該当

渋滞有り 経過観察滝尾橋東 （都）庄の原佐野線
　　元町下郡⼯区 道路新設 H30.1 なし 〇

該当

錦町２丁⽬
（都）庄の原佐野線
　　元町下郡⼯区
（都）中島錦町線

道路新設
H30.1

Ｈ29.12
なし 渋滞有り 経過観察〇

該当

●対策が⾏われた主要渋滞箇所の点検結果（1/２）

【主要渋滞箇所の特定要件】
平日朝（7時～9時）または平日夕（17～19時）
または休日昼（7時～19時）の平均速度が
一方向でも 20km/h未満 になる箇所

6

凡例

20km/h未満

○過去４年間に完了した道路事業に関連する１２箇所の主要渋滞箇所のフォローアップを実施。
〇国道10号新山国大橋交差点は、主要渋滞箇所の特定用件をクリア。
〇その他の１１箇所については、選定基準をクリアしていないため、経過観察とする。

注1）

注1）選定時の道路データには、錦町2丁目交差点の南側の新設区間が設定されていないため、南側と東側の速度が捉えられない。

２．主要渋滞箇所のフォローアップ
（3）対策箇所のフォローアップ結果（過去３年実施箇所：12箇所）

データ：プローブデータおよびETC2.0プローブ情報ー：データなし



平⽇朝 平⽇⼣ 休⽇昼 平⽇朝 平⽇⼣ 休⽇昼
⻄ 市道等（従） 10.6 10.1 18.6 11.8 16.1 14.9
南 市道等（主） 11.8 22.2 23.6 12.1 16.0 23.6
北 市道等（主） 29.4 26.5 36.2 26.9 12.9 26.5
東 市道等（従） 3.1 2.1 4.7 5.5 6.0 6.1
東 市道等（主） 3.2 2.9 4.4 - - -
⻄ 市道等（主） - 11.6 44.7 - - -
⻄ 主21（主） - - - 9.8 6.9 12.5
北 市道等（従） 37.1 12.3 18.8 - - -

南⻄ 市道等（従） 16.6 24.3 21.8 - - -
北⻄ 市道等（従） 11.2 11.1 11.7 - - -
北東 国10（主） 10.9 12.7 14.6 9.6 11.1 16.2
南⻄ 国10（主） 16.5 19.9 27.0 13.8 16.7 26.6
南東 市道等（従） 5.6 5.6 7.4 - - -
北⻄ 市道等（従） 20.8 14.8 18.9 22.1 16.0 20.9
南⻄ 市道等（主） 13.2 8.3 16.0 16.0 8.7 17.2
北東 市道等（主） 15.5 10.9 14.3 20.4 15.8 21.9
南 市道等 13.7 9.6 13.6 17.3 16.6 16.4
⻄ 市道等 16.6 20.4 17.3 22.7 20.9 22.8
東 市道等 26.9 16.5 21.5 22.7 20.6 25.5
北 市道等 5.6 6.0 6.2 8.2 8.2 9.5

北⻄ 県664 25.9 23.4 20.4 27.8 27.0 25.3
⻄ 国10 24.2 15.1 24.1 31.7 33.0 33.0

南東 県664 15.5 20.0 12.8 28.6 27.0 25.8
東 国10 25.6 35.0 35.6 50.7 51.4 38.0

路線名
選定時平均速度（km/ｈ）

【Ｈ24.4〜Ｈ24.8】
対策後平均速度（km/ｈ）

【R2.10.1〜R2.12.25】 現地状況 位置づけ交差点名 対策事業名 対策内容 完了
年次

今後の対策
（事業中） ⽅⾓ 選定基準

〇
該当 経過観察

下郡⼯業団地⼊⼝ （都）庄の原佐野線
　　元町下郡⼯区 道路新設 H30.1

（都）庄の原
佐野線

下郡⼯区
渋滞有り 経過観察

川原瀬北 （都）庄の原佐野線
　　元町下郡⼯区 道路新設 H30.1

（都）庄の原
佐野線

下郡⼯区
渋滞有り

経過観察

〇
該当

広瀬橋⻄ （都）庄の原佐野線
　　元町下郡⼯区 道路新設 H30.1 なし 渋滞有り 経過観察

広瀬橋東 （都）庄の原佐野線
　　元町下郡⼯区 道路新設 H30.1

（都）庄の原
佐野線

下郡⼯区
渋滞有り

〇
該当

〇
該当

富⼠⾒通り7丁⽬ (都)⼭⽥関の江線
　⻄野⼝町⼯区 ４⾞線化 R2.3 - 〇

該当 渋滞有り 経過観察

新⼭国⼤橋 国道10号豊前拡幅 国道10号4⾞線化 R2.3 － ×
⾮該当 渋滞無し 特定解除

データ：プローブデータおよびETC2.0プローブ情報

7

ー：データなし

●対策が⾏われた主要渋滞箇所の点検結果（2/２）

【主要渋滞箇所の特定要件】
平日朝（7時～9時）または平日夕（17～19時）
または休日昼（7時～19時）の平均速度が
一方向でも 20km/h未満 になる箇所

凡例

20km/h未満

２．主要渋滞箇所のフォローアップ
（3）対策箇所のフォローアップ結果（過去３年実施箇所：12箇所）



8

●対策未実施箇所の点検結果

データ：プローブデータおよびETC2.0プローブ情報

凡例

20km/h未満
【主要渋滞箇所の特定要件】
平日朝（7時～9時）または平日夕（17～19時）
または休日昼（7時～19時）の平均速度が
一方向でも 20km/h未満 になる箇所

○未対策箇所についてモニタリングを実施、モニ
タリングの結果、２箇所が２カ年で特定要件を
クリア

○今年度は現地調査を実施し次回以降の特定解除
について、検証を進める。

（４）未対策箇所のモニタリング結果

渋滞対策
協議会

ＮＯＹＥＳ
渋滞有り

渋滞有り

渋滞無し

ＮＯ
ＹＥＳ

要因有り

要因不明

ＹＥＳ

ＮＯ

渋滞無し

渋滞無し

渋滞有り

主要渋滞箇所の特定解除
※協議会資料等で公表

主要渋滞箇所の経過観察
※定期的にモニタリングを実施

主要渋滞箇所

主要渋滞箇所の
特定要件クリア

現地調査
※渋滞長等を計測

通過時間の検証
※信号待ち２回以上の

台数シェアをデータにより検証

対策済箇所 未対策箇所

主要渋滞箇所の
特定要件クリア

数年間モニタリング
※概ね２年間のモニタリングで

特定要件をクリア

現地確認
※渋滞の有無を確認

2箇所

速度向上要因検証
※交通状況や沿道状況等

の変化を確認

2箇所

2箇所

２箇所

２箇所

２箇所

０箇所

２箇所

平⽇朝 平⽇⼣ 休⽇昼 平⽇朝 平⽇⼣ 休⽇昼 平⽇朝 平⽇⼣ 休⽇昼
北 国10（主） 35.8 31.6 30.2 29.1 25.3 28.0 29.0 26.6 29.1

東 主38（従） 17.6 23.2 21.3 27.6 21.3 27.6 22.3 24.1 21.5

南 国10（主） 36.5 34.9 32.5 28.5 22.5 26.8 32.9 21.4 28.3

南 市道等 19.8 35.8 40.0 21.5 31.7 38.9 20.2 26.3 38.4

北 市道等 26.4 32.5 49.1 29.8 32.1 44.2 26.3 26.2 43.4

北東 市道等 - - 25.6 23.6 20.8 21.6 20.7 21.7 22.4

前年度平均速度（km/ｈ）
【Ｈ31.3〜R2.2】

今後の
⽅針 理由

中村北 経過観察 コロナ禍の為要因不明

最新の平均速度（km/ｈ）
【R2.10.1〜R2.12.25】交差点名 ⽅⾓ 路線名

選定時平均速度（km/ｈ）
【Ｈ24.4〜Ｈ24.8】

(仮)⾦⾕迫南 経過観察 コロナ禍の為要因不明

２．主要渋滞箇所のフォローアップ

現地調査を実施し次回以降
の特定解除について、検証を
進める。

備考

現地調査を実施し次回以降
の特定解除について、検証を
進める。

－：データなし
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（５）令和元年度対策済箇所のフォローアップ結果【国道１０号豊前拡幅】

○令和２年３月に国道１０号豊前拡幅の事業が完了。
○当該事業により選定基準をクリアし、現地での渋滞も確認されなかったため「特定解除」とする。

平⽇朝 平⽇⼣ 休⽇昼 平⽇朝 平⽇⼣ 休⽇昼

25.9 23.4 20.4 27.8 27.0 25.3

1.9 3.6 4.9

24.2 15.1 24.1 31.7 33.0 33.0

7.4 17.9 8.8

15.5 20.0 12.8 28.6 27.0 25.8

13.1 7.0 13.0

25.6 35.0 35.6 50.7 51.4 38.0

25.1 16.4 2.4

速度向上効果

速度向上効果

速度向上効果

速度向上効果

南東

県664

国10

県664

新⼭国⼤橋 4⾞線化

東 国10

北⻄

⻄

路線名
選定時平均速度（km/ｈ）

【Ｈ24.4〜Ｈ24.8】
対策後平均速度（km/ｈ）
【R2.10.1〜R2.12.25】交差点名 対策内容 ⽅⾓

●フォローアップ結果

２．主要渋滞箇所のフォローアップ

●現地での確認

朝(7〜8時台) ⼣(17時〜18時台)
上段:平均速度(㎞/h)/下段:選定時からの変化(㎞/h)

至北九州市

至大分市

至北九州市

至大分市

現地確認：R2.12月
【参考トラカン交通量】国道10号新山国大橋
R2.12：朝_455台/時（H31比：0.99） 夕_401台/時(H31比：0.97)

整備後整備前

写真

データ：プローブデータおよびETC2.0プローブ情報



（５）令和元年度対策済箇所のフォローアップ結果【（都）山田関の江線（西野口町工区）】

出典：大分県道路建設課公表_豊ちゃく2020

富士見通り７丁目

①

●事業概要

●位置図等

朝(7〜8時台) ⼣(17時〜18時台)
上段:平均速度(㎞/h)/下段:選定時からの変化(㎞/h)

  路線名 （都）⼭⽥関の江線
  事業箇所   別府市⻄野⼝町
  整備内容   現道拡幅
  路線延⻑   Ｌ＝４２０ｍ
  ⾞線数   ４⾞線
  歩道等の有無   有り

●モニタリング結果

○令和２年３月に（都）山田関の江線（西野口町工区）の事業が完了。
○当該工区の事業完了により富士見通り7丁目交差点では、一定の効果が見られるものの、２０ｋｍ以下の区間が残存してい

るため「経過観察」とするが、今後モニタリング調査および効果検証を実施し、次回以降の特定解除に向け検証を進める。

２．主要渋滞箇所のフォローアップ

平⽇朝 平⽇⼣ 休⽇昼 平⽇朝 平⽇⼣ 休⽇昼

13.7 9.6 13.6 17.3 16.6 16.4

3.7 6.9 2.8

16.6 20.4 17.3 22.7 20.9 22.8

6.1 0.5 5.5

26.9 16.5 21.5 22.7 20.6 25.5

-4.2 4.1 4.0

5.6 6.0 6.2 8.2 8.2 9.5

2.7 2.2 3.3

富⼠⾒通り7丁⽬ ４⾞線化

南

北

市道等

市道等

⻄

東

市道等

市道等

対策後平均速度（km/ｈ）
【R2.10.1〜R2.12.25】交差点名 対策内容 ⽅⾓ 路線名

選定時平均速度（km/ｈ）
【Ｈ24.4〜Ｈ24.8】

速度向上効果

速度向上効果

速度向上効果

速度向上効果

▲写真①

北

西
南

東

【参考トラカン交通量】富士見通7丁目北側
R2.12：朝_490台/時（H31比：1.02） 夕_694台/時(H31比：1.00)

10データ：プローブデータおよびETC2.0プローブ情報



⼤分市外
44箇所

３．主要渋滞箇所の渋滞対策状況と今後の方針
（１）大分県の主要渋滞箇所の対策状況

11

○中九州横断道路や地域の幹線道路整備を実施中。
○県内の主要渋滞箇所の約３割（４４箇所）が大分市外に点在、今後対策を検討する必要がある箇所は２０箇所。

大分都市圏

実施中の道路整備（⼤分市外）

経過観察

短期

中期

今後対策を検討

【対策状況】

【主要渋滞箇所の対策状況】
県内主要渋滞箇所
の約3割が
⼤分市外
に点在

▲主要渋滞箇所の内訳

今後対策を検討する
必要がある箇所
は20箇所

▲渋滞対策状況（⼤分市外）

⼤分市
98箇所
69%

別府市
14箇所
10%

中津市
8箇所
6%

その他
22箇所
15%

⼤分県内
142箇所

対策事業名 該当する交差点名

(都)祇園洲柳原線 中須賀橋東、祇園南、祇園

（街）駅前⾼市線 市場ロータリー、（仮）三重町駅東

交差点⾞線数⾒直し 加納⻄

中九州横断道路(⽵⽥〜阿蘇) 天神

(主)中津⾼⽥線 ⾓⽊⼯区
(都)宮永⾓⽊線

東九州短⼤⼊⼝、⽜神、(仮)総合庁舎東、中津港⼊⼝、
⽝丸ICインター⼊⼝、新万⽥、中殿３丁⽬

(県)鍋島植野線 植野２⼯区 ⽥尻

(都)南⽴⽯⻲川線の⼀部 原バス停先

国道212号 ⽇⽥拡幅 ⽇ノ出第⼀

中
期

短
期



３．主要渋滞箇所の渋滞対策状況と今後の方針
（２）大分都市圏の主要渋滞箇所の対策状況

12

経過観察

短期対策

中期対策

今後対策を検討

凡 例

12

対策内容（⼤分市内）

▲滞対策状況（⼤分都市圏）

今後対策を検討する
必要がある箇所
は4２箇所

（都）外堀西尾線

（都）中島錦町線

（都）鶴崎駅前松岡線

（都）鶴崎駅前松岡線

（都）県庁前
古国府線

45

46
52

82

48

64

60

40

1419

76

42

26

73 96

2192
93

18

94

20

69

36

16

66

30
63

79

65

61

32

27

15

57
81

58
13

70

83

78

55

72

80

3

8

10

11

17

35

43

49

54
67

68

74

77

85

87

88

12
90

39

38

6

2

2231

75

84

4

53

1

98

99

89

59

33

24

50
91

8647 37

51

2829 9

44

10
0

56

95

97 34

国　 道

10
ROUTE

国　 道

10
ROUTE

国　 道

197
ROUTE国　 道

210
ROUTE

国　 道

10
ROUTE

国　 道

10
ROUTE

国　 道

442
ROUTE

大分IC

大分
光吉IC

大分
米良IC 大分

宮河内IC

12

12

42

74

○大分都市圏では、国道１０号高江拡幅、（都）庄の原佐野線などの事業を推進中。
○今後対策を検討する必要がある箇所は４２箇所。

57

⼤分市内
98箇所

対策事業名 該当する交差点名
短
期

交差点改良（右折レーン延伸） 中村

国道210号横瀬拡幅 富⼠⾒ヶ丘団地⼊⼝、下横瀬、緑ヶ丘団地東⼊⼝

国道10号⾼江拡幅
⼤分南バイパス⼊⼝、東⽊団地⼊⼝、⼤南団地⼊⼝、
（仮）⾼江踏切、⼤分⼤学⼊⼝

国道442号宗⽅拡幅 ⼤分南部郵便局、上宗⽅、下桑本

（都）外堀⻄尾線 ⼤分駅前

（都）松原国宗線（⼀部事業化）明野東、⾦の⼿、皆春バイパス、猪野団地⼊⼝

国道197号鶴崎線
鶴崎橋東、鶴崎駅⼊⼝、中嶋崎２丁⽬、⼄津
⼤分⽀援学校⼊⼝、志村

（県）⼩狭間⼤分線（⽚⾯⼯区）棚⽥踏切先

（都）庄の原佐野線下郡地区 南下郡東下、野間橋⻄

中
期



渋滞緩和
38％

（18箇所）

変化無し
62％

（29箇所）

【緊急事態宣言期間中の大分県内主要渋滞箇所の交通状況】

大分県
主要渋滞箇所

（直轄）
47箇所

緩 和

大分県

緊急事態宣言期間中

（想定される当時の人々の行動変容）・在宅勤務の推進や時差出勤による通勤通学目的交通の減少及び平準化
・不要不急の外出自粛による私用目的交通の減少や対面打ち合わせ、出張自粛による業務目的交通の減少

感染拡大防止のため移動需要をコントロールし、交通需要の抑制施策を行った期間（≒ＴＤＭ施策）

（３）緊急事態宣言から得られた知見

【集計の考え⽅】
県内の直轄主要渋滞箇所に接続するセンサス対象道路以上の道路で評価
（位置づけ）
「渋滞緩和」︓1⽅向でも20km/h未満⇒20km/h以上となった箇所
「変化無し」︓上記以外の箇所
※データ︓ETC2.0 平常時:H31.3.1〜R2.2.29平均

期間中:R2.4.17〜R2.5.14平均

13

３．主要渋滞箇所の渋滞対策状況と今後の方針



大分エリア

緩 和

○大分エリアにおいては、１６箇所の渋滞緩和箇所が確認

14

（３）緊急事態宣言から得られた知見

３．主要渋滞箇所の渋滞対策状況と今後の方針



（３）緊急事態宣言から得られた知見

３．主要渋滞箇所の渋滞対策状況と今後の方針

〇市街地部では、「中春日交差点」「広瀬橋西交差点」「府内大橋北交差点」の３交差点の速度が向上。

○この時の、朝・夕ピーク時の交通量は約30～約110台/時の減少量であったことから、渋滞緩和が期待できる交通量削減の目
安として設定。

なかかすが ひろせ ばし にし ふない おお はし きた

（[主]21号）
-13％

（国道197号経由）
-16％

（[主]22号経由）
-10％

②⻘葉台⽅⾯
（[主]21号経由）

-18％

（国道442号経由）
-9％

（国道210号経由）
-20％

データ：JARTIC公表データ(トラカンデータ)/直轄トラカンデータ
平⽇ピーク時平均：7時/8時/17時/18時の４時間平均
平常時：R2.10.1〜R2.12.25（フォローアップ期間）
緊急事態宣⾔期間中：R2.4.17〜R2.5.14

-9％
-6％

-7％

明野⽅⾯

③稙⽥⽅⾯

大分エリア

中春日交差点

府内大橋北交差点

【コロナ禍における渋滞状況】
渋滞緩和箇所

④敷⼾⽅⾯
（国道10号経由）

-6％
データ：ETC2.0 平常時:R2.10.1〜R2.12.25

宣⾔時: R2.4.17〜R2.5.14 

府内大橋北交差点

広瀬橋西交差点

中春日交差点

時間交通量30台～110台の減少で渋滞緩和が期待される

広瀬橋西交差点

⇒約40台/時で渋滞緩和

⇒30～50台/時で渋滞緩和

⇒50～110台/時で渋滞緩和

別府⽅⾯
（国道10号経由）

-14％

平常時

凡例：

宣⾔時

■朝ピーク時（上り⽅向）

約40台減
交
通
量
（台
／
ｈ
）

速
度
（
㎞
／
ｈ
）

交
通
量
（台
／
ｈ
）

速
度
（
㎞
／
ｈ
）

平常時 宣⾔時

■⼣ピーク時（上り⽅向）

約40台減

平常時 宣⾔時

約30台減

交
通
量
（
台
／
ｈ
）

交
通
量
（台
／
ｈ
）

平常時 宣⾔時

約50台減
速
度
（
㎞
／
ｈ
）

平常時 宣⾔時

約50台減
交
通
量
（台
／
ｈ
）

交
通
量
（台
／
ｈ
）

平常時 宣⾔時

約110台減 速
度
（
㎞
／
ｈ
）

速
度
（
㎞
／
ｈ
）

速
度
（
㎞
／
ｈ
）

ピーク時交通量(台/時)
上段：減少台数
中段：緊急事態宣言時
下段：平常時

-401
3,626
4,027

-438
2,364
2,802

-360
2,510
2,870

-152
2,549
2,701

-349
1,401
1,750

-139
1,371
1,510

-308
1,418
1,726

-583
3,680
4,263

■朝ピーク時（上り⽅向） ■⼣ピーク時（上り⽅向）

■朝ピーク時（下り⽅向） ■⼣ピーク時（下り⽅向）

15
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（４）大分県及び大分都市圏エリアにおける渋滞対策の進め方

○今年度は、「緊急事態宣言時の交通状況の知見を踏まえ」試行的にTDM施策を実施。

○TDMの実施においても、これまで同様にPDCAサイクルを循環させるとともに関係機関と連携を図りながら推進。

⇒ 渋滞協メンバーを中心にそれぞれ実施
・短期・中期対策の道路整備推進
・ピンポイント対策の検討実施
・官民連携による渋滞対策の実施
・ソフト対策等の検討実施

【⼤分県内の渋滞対策⽅針】

⇒ 対策実施者や渋滞協にて実施

主要渋滞箇所

⇒ 渋滞協での審議 / 関係者間での協議

⇒ 大分都市圏総合都市交通計画等を踏まえ、
渋滞協メンバーを中心に検討
・渋滞要因の分析
・渋滞対策案の検討
・関係者間での調整・協議

緊急事態宣言時の渋滞緩和などの知見を踏まえ
主要渋滞箇所の緩和を目指して試行的なTDM施策の検討して実施

Plan
【 渋滞対策の検討 】

Do

Action Check

【対策後の効果検証】【特定解除審議 / 今後の取組み検討】

【渋滞対策の実施】

３．主要渋滞箇所の渋滞対策状況と今後の方針

【当⾯の対応⽅針】



４．TDM施策の方向性
（１）TDM施策のターゲット

〇大分市の時間帯別の目的別の発生量は朝ピーク時の通勤目的が主体。

〇この通勤目的の目的地は大分市中心市街地へ集中しており、通勤手段は自動車での通勤が約５割を超過。
〇このため、朝ピーク時における通勤目的の中心市街地への自動車交通を施策のターゲットとして渋滞箇所の緩和を目標。
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業務

私用

通勤

通学

帰宅

（時）

通勤

●大分市の時間帯別目的別発生量 ●大分市における通勤の目的地

●中心市街地への通勤手段

資料：大分都市圏PT調査（H25年）【本体調査】

資料：大分都市圏PT調査（H25年）【本体調査】

資料：大分都市圏PT調査（H25年）【本体調査】

ピークは朝の通勤⽬的が主体

⾃動⾞通勤が５割を超過

・朝ピークにおける通勤目的の中心市街地への自動
車交通を施策のターゲットとして渋滞緩和を目指す

●TDM施策のターゲット

中⼼市街地へ通勤が集中

10

210

210

10

197

197

442

中⼼市街地

大分IC

大分
光吉IC

大分
米良IC 大分

宮河内IC



ソフト対策 （ＴＤＭ施策）

① 経路的な転換 ② 手段的な転換 ③ 時間的な転換 ④ 移動の抑制

転換策 需要抑制策

• 在宅勤務／テレワーク
• シェアオフィス、コワーキング

スペースの活用
• 利用ルートの変更

• バス、鉄道
• 自転車、徒歩
• その他(相乗り、企業シャトル

バス等)

• 時差出勤
• フレックス勤務制

特に混雑が酷い、朝夕の通勤時間帯

大分県内での主な取組み事例 ※渋滞対策を主目的としていない取組みも含む

• テレワークの奨励を促す
（大道陸橋撤去時の協力会社等）

短期で試行TDM施策案

• 高速道路利用や萩原鬼崎線
への利用経路の変更を促す

（大分市中心市街地の企業）

• 公共交通や自転車通勤での通
勤を促す

（大道陸橋撤去時の協力会社等）

• 時差出勤の奨励を促す
（大道陸橋撤去時の協力会社等）

• （新しい生活様式が定着する中で
）各団体・企業等で取組みを推進
中

• 道路情報版を活用した交通分散
• 高速道路料金割引 等

• ノーマイカーウィークの実施
（公共交通利用促進）

• シェアサイクルの実施
• サイクル＆バスライドの実施
• パーク＆ライドの実施
• エコ通勤（公共交通料金割引）
• ＢＲＴの導入検討 等

• （新しい生活様式が定着する中
で）各団体・企業等で取組みを
推進中

４．TDM施策の方向性
（２）短期で試行可能なTDM施策の抽出
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（参考）施策イメージ

４．TDM施策の方向性

時差出勤・テレワーク通勤経路の変更 通勤手段の変更

〇通勤時間の平準化や通勤交通の抑制を促す〇自動車から公共交通や自転車へ手段変更を促す

現状 対策後

短期試行施策

施策効果イメージ

高速道路の
有効活用

交通集中の分散化

〇混雑していない経路への転換を促す

19



・豊後大野方面（大分南バイパス入口）から国道１０号を利用して中心市街地(大分駅)へ通勤する場合の所要時間は約３４分。

・これに対して、大分道利用は約２８分で約６分短縮、荻原鬼崎線経由は約２分短縮が見込まれる。

・また、雨天時の大分道利用では、約１９分の短縮が見込まれる。

大分駅

大分米良IC

大分光吉IC

大分IC

210

■施策①︓ ●経路変更時の時間短縮と金額

１０

●雨天朝の経路変更時の時間短縮と金額ルート①
既存主要利用ルート

ルート②
高速道路利用ルート

ルート③
鬼崎線利用ルート

ルート
所要時間

（短縮時間）
時間短縮
金銭価値

高速道路料金
（平日朝夕割適用時）

①
既存ルート

34分 0円

②
高速ルート

28分
（6分短縮）

6分
270円

190円

③
市道ルート

32分
(2分短縮)

0円

ルート 時間
時間短縮
金銭価値

金額

①
既存ルート

56分 0円

②
高速ルート

37分
（19分短縮）

19分
860円

270円

資料：令和元年度ETC2.0プローブデータ（平日朝ピーク時）
時間短縮価値：短縮時間×乗用車類時間価値原単位（45.15円）で算出

中心市街地への
通勤目的交通量

約７００台
資料：H27センサスマスター

府内大橋北
交差点

(削減目標：40台/時)
●試行TDM施策（案）

・大分中心市街地内の
企業に対して、通勤経
路の情報を提供して、
通勤交通を分散化

中⼼市街地

１０

大分南バイパス入口

４．TDM施策の方向性
（３）試行TDM施策（案）と有効性

通勤経路の変更

豊後大野
方面

豊後大野
方面

10回以上高速で通勤
利用する場合は、時間
短縮６分。金銭換算す
ると高速料金を上回る
ため、施策の有効性は
ある

20

650～670台/時
（-30～-50台/時）

で効果が期待

30～50台/時
の転換を促す

【施策目標】

【施策目標】

広瀬橋西交差点
(削減目標：30～50台/時)



４．TDM施策の方向性
（３）試行TDM施策（案）と有効性

・中心市街地への通勤時の鉄道とバスの分担率は、殆どの地域で25％未満であり、利用者が多い（分担率50％以上）の地域

は限定的。一方で、自動車は、広域的に利用者が多い地域（分担率50％以上）が分布しており自動車通勤に依存。

・このため試行施策は、大分市が取り組んでいる公共交通の利用促進対策を支援するため、大道陸橋撤去時に協力頂いた企

業などを対象として公共交通利用の奨励を促す。

21

・大道陸橋撤去時に時差出勤
の協力が得られた２７社（従
業員数約8,300人）に対して
公共交通利用の奨励を促す

●試行TDM施策（案）

■施策②︓ 公共交通の利用促進

▲中心市街地への自動車通勤分担率

資料：大分都市圏PT調査（H25年）【本体調査】

資料：大分都市圏PT調査（H25年）【本体調査】 資料：大分都市圏PT調査（H25年）
【本体調査】

中⼼市街地

10

210

210 197

442

197

▲中心市街地への鉄道通勤分担率

▲中心市街地へのバス通勤分担率

大分自動車道

中⼼市街地

10

210

210 197

442

197

大分自動車道

中⼼市街地

10

210

210 197

442

197

大分自動車道



・自動車と自転車の所要時間を比較した場合、通勤箇所から約５ｋｍ圏内では、自転車交通の方が通勤時間短縮には有効。

・一方で中心市街地への自動車通勤は、約５km圏内が全体の約４割を占める。

・このため試行施策は、大分市が取り組んでいる自転車通勤の奨励企業に加え、大道陸橋撤去時に協力頂いた企業などを対

象として自転車通勤の奨励を促す。

●試行TDM施策（案）

●中心市街地への通勤交通量

5km圏外
61%

約13,800台

資料：H27センサスマスタ-

■施策③︓

5km圏内
39%

約8,700台

●5km圏の方面別割合

南側地区
約27％

西側地区
約21％

東側地区
約18％

南東側地区
約13％

中心市街地内
約21％

南側からの
交通転換に期待

●自動車と自転車の所要時間
について

22

４．TDM施策の方向性

自転車通勤の促進 【中心市街地】

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

0 5 10 15
移動距離(km)

徒歩 バス 自転車

自動車

鉄道

所
要
時

間
(分

)

所
要

時
間

（
分
）

【計算条件】
・徒 歩 ︓4.8km/h
・⾃転⾞ ︓⼊出庫4分 + 15km/h
・⾃動⾞ ︓⼊出庫7分 + 17.5km/h
・バ ス ︓10分 + 14km/h

徒歩6分(発着地計)
待ち時間4分

・鉄 道 ︓17分 + 32km/h
徒歩12分(発着地計)
駅内移動3分(1駅)
待ち時間2分(1駅)

5kmまでは
自転車が優位

出典：国土交通省HP
▲移動手段別 移動距離と所要時間の関係

（３）試行TDM施策（案）と有効性

大分米良IC

大分光吉IC

大分IC

１０

大分駅

：中心市街地
：中心市街地

大分駅から
約5km以内は自転車

の方が優位

資料：H27センサスマスタ-

約1,800台

約2,300台
約1,100台

約1,600台

府内大橋北
交差点

南側地区
約27％

南東側地区
約13％

西側地区
約21％

東側地区
約18％

中⼼市街地

▲大分駅から5km以内の自動車での通勤交通

・大道陸橋撤去時に時差出勤の協力
が得られた２７社（従業員数約8,300
人）に対して自転車通勤奨励を促す

大分米良IC

大分駅5km圏



・大分市内の自動車での通勤が多いエリアは、大分市中心部に次いで、臨港地区（西ノ洲地区）であり、自動車通勤の抑制

効果が高いエリア。

・但し、製造業は製造ラインの関係でテレワークの導入は難しいことが想定されるため、自転車通勤の奨励を促す。

●臨港地区(西ノ洲)に立地する主要企業

●臨港地区への通勤範囲

5km圏外
40%

約2,970台

5km圏内からの自動車通勤が約６割
を占めていることから自転車通勤へ
の手段変更に期待できる

・製造業は製造ラインが固定されているため、テレワークや
時差出勤の実施は難しい

▲大分市の自動車通勤が多いエリアトップ４

5km圏内
60%

約4,370台

資料：H27センサスマスタ-

●試行TDM施策（案）

▲臨港地区(西ノ洲地区)の5km圏の自動車通勤方面

資料：H27センサスマスタ-
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・大手製鉄会社やエネルギー関連会社（５社）

４．TDM施策の方向性

■施策③︓ 自転車通勤の促進 【臨港地区】

資料：H27センサスマスタ-

（３）試行TDM施策（案）と有効性

大分駅

大分19区
（7,076台）

大分2，3区
（16017台）

大分22区
（7028台）

１位

３位４位

臨港地区
（⻄ノ洲地区）

大分14区
（7334台）

２位

臨港地区
（⻄ノ洲地区）

5ｋｍ圏の通勤者は約4400台

大分駅

約300台

東側地区
約6％

約1,600台

南東側地区
約37％

約1,700台

南側地区
約40％

約700台
西側地区
約17％

・臨港地区（西ノ洲地区）の企
業に対して自転車通勤の奨
励を促す



・中心市街地への通勤時間を約１時間遅らすことで約10分。また、雨天時においては、約25分の時間短縮が見込まれる。

・また、緊急事態宣言中は、中心市街地南部、南西部を中心に朝ピーク（通勤時間帯）の発生交通量が減少しており、テレワ

ークなどへ変更したことが伺える。

・このため試行施策は、大道陸橋撤去時に時差出勤に協力頂いた企業などに対して時差出勤やテレワークの奨励を促す。

４．TDM施策の方向性
（３）試行TDM施策（案）と有効性
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●試行TDM施策（案）

●時差出勤、テレワーク推進のターゲット企業

・大道陸橋撤去時の２７社（従業員
数約8,300人） ※従業員数はH19年時点

・大道陸橋撤去時に時差出勤の協
力が得られた２７社（従業員数約
8,300人）に対してテレワークや時
差出勤の奨励を促す

：大道陸橋撤去時時差出勤に協力頂いた企業
：緊急事態宣言中に交通量が減少した地域
（テレワークにより通勤交通減少が期待できる）通勤の減少量

小 大

資料：ETC2.0プローブデータ
緊急事態宣言中（R2.4.16-5.14） N= 7,900台
緊急期間宣言前（R1.4.16-5.14） N= 8,900台

■施策④-2︓■施策④-１︓

▲時間帯別通勤時間（自動車通勤）

時差出勤の推進 テレワークの推進

▲緊急事態宣言中に大分中心市街地への自動車通勤の減少エリア

大分米良IC大分光吉IC

大分IC
大分駅

210

１０

府内大橋北
交差点

中⼼市街地

(分)

資料：令和元年度ETC2.0プローブデータ
※大分南バイパス入口⇒大分駅（国道10号経由）
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通常時 約１時間遅く出勤することで

約25分短縮
雨天時

(分)

大分南バイパス入口
１０

約１時間遅く出勤することで

約10分短縮
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５．官民連携による渋滞対策の取組み

○人・物の輸送の効率化を図るため、渋滞対策協議会とトラックやバス等の利用者団体との連携を強化し、利用者目線で

対策箇所を特定したうえで、即効性のある渋滞対策を実施。

利用者団体と連携

（トラックやバスタクシー・ハイヤー等）

ソフト・ハードを含めた対策の検討・実施

・円滑な渋滞対策の立案・実施を実現

地域の主要渋滞箇所の
特定・見直し

・最新交通データによる渋滞状況検証
・交通状況に対する専門的見地からの検証

渋滞対策協議会における議論

・地域の課題を共有することで道路管理者と
道路利用者間での議論を促進

引き続き、トラック・バス等事業者から見た渋滞箇所の対策を実施予定

＜トラックが渋滞に巻き込まれている状況＞

＜バスが渋滞に巻き込まれている状況＞

（１）官民連携による渋滞対策

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
等
に
よ
る
検
証
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５．官民連携による渋滞対策の取組み

○トラックやバス、タクシー・ハイヤー等の事業者からみた渋滞箇所について、道路利用者会議から渋滞対策の要望を受領。

（２）トラックやバス、タクシー・ハイヤー等の事業者からの要望

▼トラックやバス、タクシー・ハイヤー等の事業者からみた渋滞箇所

トラック
事業者

国道10号 大分大学入口交差点付近
国道10号 (～県道38号) 中村交差点
県道22号 中島十条交差点付近
国道197号・県道614号 鶴崎橋東交差点付近
国道10号 金池～県道21号 加納西
国道10号 大分市高江付近
国道10号 東別府付近
国道10号 宮崎交差点付近
国道197号 鶴崎方面

国道210号 椎迫入口付近
国道210号 挾間三差路
国道210号 挾間町郵便局先
県道22号 新川交差点
県道21号・県道208号 金の手交差点付近
県道614号 川添橋東交差点付近
国道197号・県道685号 乗越交差点
国道10号 西生石交差点付近

バス
事業者

国道10号 流川通り交差点付近
国道10号 かんたん交差点付近

国道10号 大分駅前交差点付近
国道10号 西生石交差点付近

ハイヤー・
タクシー
事業者

国道10号 大分駅前交差点
国道10号 錦町2丁目交差点～元町方面
国道10号 府内大橋上下線
国道210号 羽屋交差点
国道210号 椎迫入口交差点

国道210号 下桑本交差点
国道197号 鶴崎駅前交差点
県道21号 加納交差点
県道22号 中島十条交差点
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出典：全国道路利用者会議（ R2.5.20 ）

R3実施予定

R3実施予定



○右折車両が右折レーンをはみ出し、直進車両の走行を阻害しており、平日・休日ともに渋滞が発生。
○国道１０号の右折レーンを延伸することにより渋滞緩和を図る（令和３年度実施予定）。
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（３）ピンポイント渋滞対策実施予定箇所 ＜国道10号 中村交差点＞

27５．官民連携による渋滞対策の取組み
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交通状況 至 佐伯市

至 大分市街
直進を阻害され⾞線変更する⾞両

右折レーンの延伸(82m→105m)

【断面図】
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2828５．官民連携による渋滞対策の取組み

交通状況

至 大分市街

至 別府市

◆右折レーン不足により、右折車が直進
車両の走行を阻害し渋滞が発生

右折レーンの延伸(約170m→約250m)

【断面図】
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右折レーンの延伸（対策前） （対策後）
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駅
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至 賀来

１０

１０

（３） ピンポイント渋滞対策実施予定箇所 ＜国道10号 かんたん交差点＞

○右折レーン不足により、右折車が直進車両の走行を阻害しており、渋滞が発生。
○国道１０号の右折レーンを延伸することにより、渋滞緩和を図る（令和３年度実施予定）。
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６．今後の進め方

“交通渋滞対策協議会” による議論

■最新の交通データによる渋滞状況の検証

■地域の交通状況の変化等に対する専門的見地からの検証 等

“検討部会（大分エリア）および 各道路管理者等
（その他エリア）” による議論

■交通状況のモニタリング （主要渋滞箇所のフォローアップ）

■ソフト・ハードを含めた対策の検討・調整 等

■地域の交通課題の共有

○最新の交通データを収集・整理し、主要渋滞箇所の交通状況のモニタリングを継続的に実施。

○構築した検討体制により、モニタリング結果等を有効に活用し地域毎の渋滞対策の検討を推進。

■主要渋滞箇所の指定及び解除の協議・判断
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